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令和元年度 
（一部改定） 

 
 （令和２年３月１０日調達公告以降適用） 

 
 
 
 

鳥取県 県土整備部   



 

設 計 単 価 表 に つ い て  
 

 

１．この設計単価表は、鳥取県が発注する土木工事等に係わる設計単価を収録したものである。 

 

 

２．この単価欄に「物価資料」と記載されているものは「建設物価（Web 建設物価）」（（一財）建設

物価調査会発行）３月号を引用しているものである。 

 

 

３．設計資材単価は、この単価表のほか、「建設物価」（一般財団法人建設物価調査会発行）「積算

資料」（一般財団法人経済調査会発行）及び見積り等によっている。 

 

 

４．市場単価は、「土木コスト情報（一般財団法人 建設物価調査会 発行）」に記載されているもの

である。  

 

 

５．記載されている単価は、特段の明記がある場合を除いて現場持ち込み価格である。 

 

 

６．記載されている単価については、市場価格の変動により変更されることがある。 

 

 

７．この設計単価表の内容に関する問い合わせには応じない。 
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01 鳥取県単価ブロック割 

 

鳥取県単価ブロック割一覧表 

 

地区名 ブロック番号 市  町  村  名 

 00 全 県 

鳥 取 

01 岩美町、鳥取市国府町（成器、大茅） 

02 
鳥取市（旧鳥取市）、鳥取市国府町（宇倍野）、鳥取市福部町、

鳥取市気高町、鳥取市鹿野町、鳥取市青谷町 

八 頭 

03 八頭町（旧八東町）、若桜町 

04 
八頭町（旧郡家町）、鳥取市河原町、八頭町（旧船岡町）、鳥取

市用瀬町、智頭町 

05 鳥取市佐治町 

倉 吉 

06 
倉吉市（旧倉吉市）、湯梨浜町（旧泊村、旧東郷町、旧羽合町）、

北栄町（旧北条町、旧大栄町） 

07 三朝町、倉吉市関金町 

08 琴浦町（旧東伯町、旧赤碕町） 

米 子 

09 大山町（旧中山町、旧名和町、旧大山町） 

10 
米子市（旧米子市）、境港市、日吉津村、米子市淀江町、伯耆

町（旧岸本町）、南部町（旧会見町、旧西伯町） 

日 野 
11 伯耆町（溝口町）、江府町、日野町 

12 日南町 

 13 鹿野町 ※ 生コンクリートに限り適用 

 
14 

境港市及び米子市（富益町、大崎以北） ※ 山土、砕石（新

材）に適用 

 15 青谷町 ※ 生コンクリートに限り適用 

 16 若桜町 ※ 生コンクリートに限り適用 

 17 岩美町 ※ 生コンクリートに限り適用 

 18 智頭町 ※ 生コンクリートに限り適用 

平成 23年 12 月 1 日   

 

 

 

 

 

 

 





















16 労務単価等

(1)公共工事設計労務単価(基準額)及び割増対象賃金比、1時間当り割増賃金係数

 1時間当り割増賃金係数　K

時間外 1.25 休日　1.35 深夜　0.25

土地改良 土木 （A）
A×1/8
×1.25

A×1/8
×1.35

A×1/8
×0.25

R01002 RTPC00001 特殊作業員        18,500 79.8% 12.5% 13.5% 2.5%

R01003 RTPC00002 普通作業員        15,000 86.8% 13.6% 14.6% 2.7%

R01004 RTPC00011 軽作業員        13,200 90.3% 14.1% 15.2% 2.8%

R02001 RTPC00012 造園工        18,500 78.8% 12.3% 13.3% 2.5%

R01008 RTPC00003 法面工        22,100 84.4% 13.2% 14.2% 2.6%

R01012 RTPC00004 とび工        21,800 86.7% 13.5% 14.6% 2.7%

R01006 RTPC00017 石工        27,600 93.4% 14.6% 15.8% 2.9%

R01007 RTPC00005 ブロック工        20,000 86.2% 13.5% 14.5% 2.7%

R01013 R0090 電工        18,900 73.5% 11.5% 12.4% 2.3%

R01010 RTPC00018 鉄筋工        21,500 89.0% 13.9% 15.0% 2.8%

R02002 RTA0003 鉄骨工        20,600 78.2% 12.2% 13.2% 2.4%

R02003 RTPC00013 塗装工        21,400 84.3% 13.2% 14.2% 2.6%

R01011 RTPC00019 溶接工        22,700 84.6% 13.2% 14.3% 2.6%

R01021 RTPC00006 運転手(特殊)        17,300 81.8% 12.8% 13.8% 2.6%

R01022 RTPC00007 運転手(一般)        15,100 84.5% 13.2% 14.3% 2.6%

R01042 - 潜かん工        30,900 93.6% 14.6% 15.8% 2.9%

R01041 - 潜かん世話役        36,600 84.7% 13.2% 14.3% 2.6%

R01005 RTPC00008 さく岩工        25,300 87.5% 13.7% 14.8% 2.7%

R01062 R0190 トンネル特殊工        34,400 97.2% 15.2% 16.4% 3.0%

R01063 R0200 トンネル作業員        23,800 91.6% 14.3% 15.5% 2.9%

R01061 R0210 トンネル世話役        38,400 93.1% 14.5% 15.7% 2.9%

R01052 RTPC00020 橋りょう特殊工        26,300 90.0% 14.1% 15.2% 2.8%

R01053 R0230 橋りょう塗装工        27,200 88.5% 13.8% 14.9% 2.8%

R01051 RTPC00021 橋りょう世話役        30,200 78.6% 12.3% 13.3% 2.5%

R01001 RTPC00009 土木一般世話役        20,600 80.0% 12.5% 13.5% 2.5%

R01072 R0260 高級船員        25,500 72.5% 11.3% 12.2% 2.3%

R01073 R0270 普通船員        20,400 74.4% 11.6% 12.6% 2.3%

R01082 RTPC00014 潜水士        37,000 82.0% 12.8% 13.8% 2.6%

R01083 RTPC00015 潜水連絡員        27,900 88.6% 13.8% 15.0% 2.8%

R01084 RTPC00016 潜水送気員        26,900 89.6% 14.0% 15.1% 2.8%

R01014 RTA0051 山林砂防工        - 68.0% 10.6% 11.5% 2.1%

R01015 - 軌道工        33,000 83.9% 13.1% 14.2% 2.6%

R01009 RTPC00010 型わく工        21,200 91.6% 14.3% 15.5% 2.9%

R02004 R0340 大工        21,500 87.7% 13.7% 14.8% 2.7%

R02005 R0350 左官        20,600 84.4% 13.2% 14.2% 2.6%

R02006 RTPC00022 配管工        19,000 76.4% 11.9% 12.9% 2.4%

単　価

（円）

 割増対象
賃金比

単価コード
職　　　　種



 1時間当り割増賃金係数　K

時間外 1.25 休日　1.35 深夜　0.25

土地改良 土木 （A）
A×1/8
×1.25

A×1/8
×1.35

A×1/8
×0.25

単　価

（円）

 割増対象
賃金比

単価コード
職　　　　種

R02007 - はつり工        21,400 84.5% 13.2% 14.3% 2.6%

R02008 RTA0052 防水工        23,200 79.3% 12.4% 13.4% 2.5%

R02009 - 板金工 22,100 76.4% 11.9% 12.9% 2.4%

R02010 RTA0101 タイル工        21,000 74.6% 11.7% 12.6% 2.3%

R02011 - サッシ工 20,100 78.3% 12.2% 13.2% 2.4%

R02012 - 屋根ふき工 22,800 78.4% 12.3% 13.2% 2.5%

R02013 - 内装工 22,300 82.5% 12.9% 13.9% 2.6%

R02014 - ガラス工 20,900 72.7% 11.4% 12.3% 2.3%

R01031 R0368 交通誘導警備員Ａ 13,900 86.3% 13.5% 14.6% 2.7%

R01032 R0369 交通誘導警備員Ｂ 11,000 91.1% 14.2% 15.4% 2.8%

R02015 - 建具工 17,900 77.3% 12.1% 13.0% 2.4%

R02016 - ダクト工 19,000 72.3% 11.3% 12.2% 2.3%

R02017 - 保温工 20,600 77.4% 12.1% 13.1% 2.4%

R02018 - 建築ブロック工 17,800 - - - -

R02019 R0470 設備機械工 20,800 70.2% 11.0% 11.8% 2.2%

1

2

3

4

5

本単価は労働者に支払われる賃金に係わるものであり、現場管理費（法定福利費（事業主負
担分）、研修訓練等に要する費用等）及び一般管理費等の諸経費は含まれていない。(例え
ば、交通誘導員の単価については、警備会社に必要な諸経費は含まれていない。)

本単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものであり、下請契約等における
労務単価を拘束するものではない。

本単価は、所定労働時間内８時間当たりの単価である。

時間外、休日及び深夜の労働についての割り増し賃金、各職種の通常の作業条件または
作業内容を越えた労働に対する手当等は含まれていない。

法定福利費（事業主負担分）、研修訓練等に要する費用等は、積算上、現場管理費等に含ま
れている。



(2)電気通信関係基準日額

土地改良 土木

R03003 　電気通信技術者 31,800 円/日 　割増対象賃金比　66％

R03004 　電気通信技術員 21,400 円/日 　割増対象賃金比　66％

R03006 　点検技術者 31,800 円/日 　割増対象賃金比　65％

R03007 　点検技術員 24,500 円/日 　割増対象賃金比　65％

R03011 　運転監視技術員 24,500 円/日 　割増対象賃金比　65％

(3)機械設備工事積算標準賃金

土地改良 土木

R03001   機械設備製作工 25,300 円/日

　　　注）内訳は基準内給与（基本給及び諸手当）、通勤手当、賞与、退職金等である。

R03002   機械設備据付工 24,000 円/日 　割増対象賃金比　69.0%

　　　注）内訳は基準内給与（基本給及び諸手当）、通勤手当、賞与である。

(4)港湾請負工事積算基準に係る標準賃金

土地改良 土木

- R0000015 潜水士（ダイバー） 49,500 円/日 潜水深度10m未満

- R0000017 潜水士（ダイバー） 53,100 円/日 潜水深度10～20m未満

- R0000019 潜水士（ダイバー） 56,700 円/日 潜水深度20～30m未満

- R0000021 潜水士（ダイバー） 60,400 円/日 潜水深度30～40m未満

(5)その他

土地改良 土木

R01023 ― 　助手        普通作業員単価 円/日

R03005 ― 　機械工        溶接工単価 円/日

- ― 　工場塗装工        橋梁塗装工単価 円/日

- ― 　保安要員        普通作業員単価 円/日

単　価
（円）

備考
単価コード

職　　　　種

単位 備考

注）　標準賃金の内訳は、基準内給料(基本給及び諸手当)、通勤手当、賞与、退職金等である。
　　　潜水士補助員は、潜水士(ダイバー)に準じる。
　　　上廻り員は、公共工事設計労務単価の潜水送気員に準じる。

単位 備考

職　　　　種
単　価
（円）

単位 備考

単価コード

単価コード

単価コード

職　　　　種
単　価
（円）

職　　　　種
単　価
（円）



(6)参考

1.割増賃金の計上が必要な場合の労務費（割増賃金を含む総額）計算例

　(1)時間外

      ①　所定労働時間の8時間に加え、2時間の時間外労働を行う場合（すべて深夜以外の時間帯の場合）

          労務費（総額）＝単価＋単価×K（時間外）×2時間

      ②　所定労働時間の8時間に加えて4時間の時間外労働時間を行い、うち2時間が深夜の時間帯の場合

          労務費（総額）＝単価＋単価×K（時間外）×4時間＋単価×K（深夜）×2時間

　(2)休日

      ①  休日に8時間の労働を行う場合（すべて深夜以外の時間帯の場合）

          労務費（総額）＝単価×K（休日）×8時間

      ②  休日に9時間の労働を行う場合（すべて深夜以外の時間帯の場合）

          労務費（総額）＝単価×K（休日）×9時間

      ③  休日に10時間の労働を行い、うち2時間が深夜の時間帯の場合

          労務費（総額）＝単価×K（休日）×10時間＋単価×K（深夜）×2時間

　(3)深夜

      ①  所定労働時間8時間の労働を行い、うち3時間が深夜の時間帯の場合

          労務費（総額）＝単価＋単価×K（深夜）×3時間

2.機械設備工事積算に係わる標準賃金について

　(1)機械設備製作工

　(2)機械設備据付工

　「機械設備製作工」については、日当たり単価とし、基準内給与（基本給及び諸手当）、通勤手当、賞
与、退職金等からなる。
　「機械設備積算基準」以外では適用できない。

　「機械設備据付工」は、日当たり単価とし、基準内給与（基本給及び諸手当）、通勤手当、賞与からなり
製作工とは異なり退職金等を含まない単価である。
　「機械設備積算基準」以外では適用できない。


